
議案第４９号 

 

財産の無償譲渡について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、

次のとおり財産を無償で譲渡することについて、議会の議決を求める。 

  平成２６年１１月２８日提出 

市川市長  大 久 保  博    

 

記 

 

１ 無償譲渡をする財産 

  建 物 

   名   称 市川市立行徳第二保育園 園舎 

   所   在 市川市行徳駅前４丁目２６番１０号 

   構   造 鉄筋コンクリート造２階建て 

   延床面積 ８３５．０５平方メートル 

   建 築 年 昭和５７年 

２ 無償譲渡の相手方 

  千葉県千葉市中央区末広４丁目１７番３号 

  社会福祉法人千葉寺福祉会 

  理事長 大塚 信明 

３ 無償譲渡の目的 

  市川市立行徳第二保育園を指定管理者である上記相手方による認可保育園

とすることに伴い、市川市立行徳第二保育園の園舎を無償で譲渡することに

より、上記相手方が認可保育園として安定的かつ良質な保育の実施を図るこ

とができるようにするものである。 

 



４ 無償譲渡の条件 

  無償で譲渡する建物は、譲渡を受けた日から上記相手方による認可保育園

の運営に使用するものとし、他の目的に供してはならない。 

５ 無償譲渡をする日 

  平成２７年４月１日 

 



理  由 

 

  市川市立行徳第二保育園を指定管理者である社会福祉法人千葉寺福祉会に

よる認可保育園とすることに伴い、当該法人が安定的かつ良質な保育の実施

を図ることができるようにするため、市川市が所有する市川市立行徳第二保

育園の建物を当該法人に無償で譲渡する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 


